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は じ め に

複雑化，専門分化が進行する現代において，裁判も当然ながら，複雑化，

専門化を免れることは出来ず，近時の司法制度改革においても，専門訴訟

への対応が喫緊の課題とされた。そうした課題に対して，様々な対応がな

されているが，そのうちの一つが，裁判所の審理体制の専門化であり，そ

の最も徹底した形が知財高裁の設立といえるだろう。つまり，専属管轄化

や専門部や集中部による対応である。これは，裁判や裁判官の専門化＝ス

ペシャリスト化を伴うと考えられる。

他方で，基本的に裁判官は法の専門家ではあるものの，ジェネラリスト

といわれてきた。また，日本の司法制度は，従来，等質性・画一性を重視

しているといわれ，裁判官についても，基本的には等質性が求められてき

た。その任用制度も，キャリア・システムを維持し，全国を配転する形を

とっている。こうしたシステムが，司法を官僚化させ，常識の欠ける裁判

官を生むという批判から司法改革において法曹一元制の導入が求められた
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が，結局は見送られた。裁判官改革論議は，最終的に，「多様で豊かな知

識，経験等を備えた判事」という理想の裁判官像とそれに向けた人事・教

育システムの改善に収斂した。この裁判官像でいわれる「多様で豊かな知

識・経験」とは，様々な専門性を備えた人材が裁判官として登用されるこ

とで全体として多様な知識・経験を有するというのではなく，裁判官「一

人ひとりがそれぞれ多様で豊かな知識・経験を備える」ことを期待されて

おり，スペシャリストではなく，ジェネラリストとしての裁判官像が強調

されたと理解できる1）。

つまり，今期の司法改革を経て，裁判官一般に対しては，ジェネラリス

トである裁判官像が維持・強調されているようであるのに対し，専門訴訟

の対応への要請から，裁判の専門化が進められ，それに伴い部分的にでは

あるが，裁判官のスペシャリスト化も進められているのである。しかし，

このような裁判の専門化は，裁判官の専門化をもたらし，ジェネラリスト

としての裁判官像にも何らかの影響をもたらすのではないだろうか。そし

て，これはひいては，裁判というものの意味についても，問い直すことに

も繋がりうるのではないだろうか。

本稿は，こうした基本的関心から，まずは，これまでの日本の裁判官論

から，裁判官に求められてきた役割を整理する。次に，裁判や裁判官の専

門化が，どれほど進んでいかについて概観した上で，専門化が裁判や裁判

官像にもたらしうる影響について，合衆国での先行研究を参照しながら検

討し，日本で今後，実証的に研究を進めていく足がかりとしたい。

Ⅰ 裁判官論の論点と裁判官像

裁判官のスペシャリスト化は，ジェネラリスト裁判官の理念を損なうの

ではないか。これは，Ⅲでみる，合衆国での裁判の専門化をめぐってしば

しば論じられる点である。日本でも裁判官はジェネラリストといわれるこ

とはあるが，合衆国におけるほどの「ジェネラリスト信奉」は，そもそも
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ないのかもしれない。また，一口にジェネラリストといっても，その含意

について確認する必要もあろう。そこで，まずは，日本における，これま

での裁判官論から，日本での理想の裁判官像を素描しておきたい。

1．裁判官論の論点の動向

裁判官は，裁判を行うことをその基本的な役割としている。よって，裁

判官の役割の考察は，裁判をするということの理解や，それをめぐる制度

運用のありように深く関わってくる。

法的三段論法を前提にすれば，小前提である事実を適正に認定し，それ

に大前提である法規を適用することで，判断を下す。それが，裁判官の判

決行動の基本である。よって，事実の認定に問題がなく，適用すべき法の

妥当性や解釈に争いがないような，いわゆるイージーケースの場合には，

裁判官は「法を語る口」として粛々と判断を下せばよいのであり，裁判官

は最低限「法を知る」ことは求められるが，それで十分とも言えるはずで

ある。また，当事者主義を前提とすれば，裁判官は，当事者の主張を理解

し，最終的な判断に集中する受動的な役割で足りるだろう。

しかし，裁判官の仕事は，イージーケースの処理だけではない。戦後，

違憲審査権が付与されたこともあり，立法府に対するチェック機能という

制度的に組み込まれた役割期待も含め，様々な意味で判断が容易ではない

ハードケースの処理も求められる。こうしたハードケースでの裁判官の役

割こそが，裁判官がいかにあるべきかという議論の核となるとも言える。

また，日本では，裁判官は，訴訟手続において当事者主義がとられている

部分もあるものの受動的ではなく，合衆国で言う「管理者的裁判官｣2）が

基本であり，民事訴訟法改正後，むしろ裁判官主導型の審理は強化された

とも言われ，そうした手続運営においても主導的な立場にある裁判官を念

頭におく必要もある。

違憲審査については，なぜ国民から付託を受けたわけでない職業裁判官

が司法審査を行いうるのかという原理的な問題もあるが3），こうした役割
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を果たすには，裁判官は，既存の法的知識に依拠した判断をするだけでは

不十分であり，いかなる裁判官が，どのように判断を下すべきなのかとい

うことが問題となってくる。そして，この点は，違憲審査だけの問題では

なく，裁判官の法創造全般の問題にも関わる。民法学における法解釈論争

は，裁判官が法解釈を通じて一種の法創造を行いうるかも含めて，いかに，

その法創造のありようを画するのかという議論でもあり，それは間接的に

は，裁判官の有り様にも関わってくる。裁判官が，どのような根拠に基づ

いて法創造をなし得るのかという問題は，裁判官に既存の法についての知

識を超えて，どういった素養や知識を求めるのかということにも行き着く

からである。

ハードケースは，違憲審査や法創造についてだけではなく，事実や法が

複雑であったり，様々な利害関係が絡むケース等も含み，判決だけでなく，

訴訟手続の進行においての裁判官の関与の在り方も問われることになる4）。

よって，裁判官論は，そうした裁判官の果たす役割との関連で論じられ

ることになるが，従来，裁判官については，司法権の独立，職権の独立に

関わって，憲法76条３項の「裁判官は，その良心に従ひ独立してその職権

を行ひ」にある「良心」とは何かについて議論されてきたほか，石田コー

ト時代の樋口 =小田中論争にあるように，裁判官の理想像についての議論

などが代表な議論とされ，現在も参照されることが多い。

これらの論点は，リアリズム法学が示唆してきたように，裁判官のパー

ソナリティや政治的信条といった要素が判決に影響しうるゆえに，裁判官

の良心についても，その内実を問う意味があることが前提になっている。

樋口 =小田中論争のきっかけともなった，石田和外最高裁長官の談話「裁

判官が従うべき『良心』とは全人格であり，世界観と裁判の場での『良

心』の使い分けは難しいだろう。私自身はそういう使い分けはしたことは

ないし，裁判を受ける人にとってみれば，明らかにそういう思想を持って

いる裁判官に，それに関連する裁判をしてもらいたくないというのが国民

大多数の意見と思う」という考え方は，ある政治的信条を持った裁判官に
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よる判決には，その政治的信条が影響を与える可能性があるということを

示唆している5）。

もっとも，石田のこの発言は，青年法律家協会に属していた新人判事補

の再任拒否問題を象徴とする「公正らしさ」論，つまり「裁判は，その内

容自体において公正でなければならぬばかりでなく，国民一般から公正で

あると信頼される姿勢が必要である｣6）との議論とも繋がる。そしてこの

公正らしさ論は，裁判官の思想信条が実際に判断に影響を与えるかどうか

とは関わりない点で注意を要する。「公正らしさ」論は，裁判結果そのも

のの是非よりも，それが清廉な裁判官による全人格的判断の結果であるこ

とにその正当性を求める議論ともいえる。

こうした，石田が求める裁判官像は，政治的なイデオロギー対立が社会

をも二分していた特殊な時期における裁判官論であり，これを現代の文脈

で一般化するのは適切ではないかもしれないが，その後の裁判官の自己像

に大きな影響を与えてきたし，裁判官論の論点も，この時期に提起された

論点に沿う形で展開してきている7）。

その是非はともかく，ここでの理想の裁判官は，一定の政治的信条や思

想を持たず，そうした政治的な傾向のある活動に参加しない，政治的に中

立な裁判官像ということになるが，それを超えて特段の知識・経験を求め

るという方向性は持たない。むしろ，特段の知識・経験を有することは，

裁判に特定の偏りをもたらしうると考えられるかも知れない。しかし，日

本の司法は，政治色の強い事件については消極的な判断に終始するのに対

し，公害訴訟などではむしろ積極的に政策形成に関与してきたと考えられ

ており，裁判官が政治的信条以外の背景知識を有することについての考え

方はこの裁判官論の流れから直ちに伺うことは困難である。

ただ，筆者が以前に検討したように8），裁判を通じた法創造という文脈

では，裁判官は，その前提となる立法事実の認定において，特段の専門的

な知見の探索や科学的証拠に基づく判断をしようとはしていない。この意

味でも，裁判官の「全人格的な判断」への信頼が前提とされており，個別
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の専門知識への期待は見られないように思われる。

そして，日本の裁判官は，訴訟において主導的な役割を果たしてきてお

り，実際に裁判官は訴訟運営に関しては非常に雄弁であるにもかかわらず，

この点に関しては格別の批判もなく，その点を裁判官論の中心にすえた議

論も殆ど見られなかった9）。

2．司法制度改革における裁判官役割論

では，今期の司法改革において，そうした裁判官像に対して，何らかの

変化が見られたであろうか。結論的に言うと，個別の司法制度改革は，裁

判官像にも変化をもたらしうるものが少なくなかったが，こと裁判官を名

宛人とする改革は，法曹一元制の導入論への対応が中心であり，それ以外

の改革との関連からの検討までには至っていない。

司法制度改革審議会意見書における裁判官論の特徴としては，裁判官に

ついてもプロフェッション概念が用いられたことと，「多様で豊かな知

識・経験等を備えた判事」という理想の裁判官像が明示されたことである。

プロフェッションは，これまで弁護士役割論で言及されることの多かっ

た概念だが，意見書で「プロフェッションとしての法曹」として，裁判官

もふくめて言及されたことから，その後，裁判官についても「プロフェッ

ションとしての裁判官」という役割論が示されるようになった10）。

プロフェッションは，弁護士役割論では，通常の専門家とは区別され，

専門性のほか自律性や公共奉仕性といった特性を備えた職業をさす用語と

して用いられてきた。弁護士については，国家や依頼者から独立した存在

であることもその重要な要素としてきており，法曹一元制ではない任用シ

ステムをとる日本の裁判官に対して「プロフェッション」概念を当てはめ

ることはやや無理があるように思われる11）。しかし，「高度の学識と専門

技能，高い職業倫理，後継者の養成と，独自の規律維持」という特質があ

り，「法システム・司法制度の役割についての見識を備え，正義の実現・

法の支配を確立すべく価値観・使命感を持ち，状況感覚（バランス感覚と
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方向感覚）と的確な判断力により期待される法実践をしていくことが求め

られる｣12）ゆえに，裁判官もプロフェッションだというようにも説明され

る。ここでは，法の実現という大きな価値を志向している点に力点が置か

れている。

政治的中立性を軸として展開してきた裁判官論にプロフェッション概念

を持ち込むことは，弁護士における在野法曹モデルからプロフェッション

モデルへの流れと，パラレルに解しうる部分があるかもしれない。また，

法曹としてのプロフェッション性の強調は，法曹の一体性の強調という側

面もあり，法曹一元論への対応という意味合いもあろう。

しかし，この点に関しては，たとえば合衆国では，弁護士の専門化の進

展から，プロフェッショナリズムの維持が困難になってきているとも言わ

れる13）。逆に言うとプロフェッション概念は，一般的に言えば，スペシャ

リストではない，ジェネラリストとしての法曹，ひいては裁判官像と親和

的と言えそうである。

次に，「多様で豊かな知識・経験等を備えた判事」が理想の裁判官像と

して提示された点についてである。法曹一元制推進論が，キャリアシステ

ムがもたらす官僚的司法や裁判官の知識・経験・常識不足をやり玉に挙げ

てきたことから，今次の司法制度改革においては，その批判にこたえる形

での裁判官改革が行われた14）。審議会では，法曹一元制の導入の前提とし

て，国民が求める裁判官像とは何かという観点からの議論がなされた。そ

の議論は，中間報告で，次のようにまとめられている。すなわち，「『人間

味あふれる，思いやりのある，心の温かい裁判官』，『法廷で上から人を見

下ろすのではなく，訴訟の当事者の話に熱心に耳を傾け，その心情を一生

懸命理解しようと努力するような裁判官』，『何が事案の真相であるかを見

抜く洞察力や，事実を的確に認識し，把握し，分析する力を持った裁判

官』，『人の意見をよく聴き，広い視野と人権感覚を持って当事者の言い分

をよく理解し，なおかつ，予断を持たずに公正な立場で間違いのない判断

をしようと努力するような裁判官』など多様な意見が出された結果，少な
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くとも，裁判官は，その一人ひとりが，法律家としてふさわしい多様で豊

かな知識，経験と人間性を備えていることが望ましいとの共通認識を得る

に至った」としている。

ここで引用されているように，審議会では，審理において裁判官がどの

ような態度で当事者に接するか，という点が議論の中心となっており，判

断者としての裁判官よりも手続運営者としての裁判官の態度に焦点が置か

れていたのだが，整理の段階では，知識・経験・人間性といった裁判官の

もてるものの問題とされた。そして，この「多様で豊かな知識，経験等を

備えた判事」が，意見書にも取り込まれ，理想の裁判官像として強調され

た15）。

この「多様で豊かな知識・経験」という要請は，裁判官には社会経験が

不足し，よって社会常識がないといった批判にこたえるために出されたも

のである。よって，「多様で豊かな知識」は，法以外の分野の専門知識も

含みうるのだが，議論の経緯からも分かるように，基本的には一般的な社

会常識の具備という意味合いと解される。

もっとも，本来は，法曹一元制かキャリアシステムかという論点は裁判

するというのがどういうことかの理解に基づいて論じられるべきであると

ころ16），主として，どういう裁判官が望ましいかという議論に終始したの

は，ある意味で，日本的な裁判官論といえるのかも知れない。最終的には

「多様で豊かな知識・経験」に落ち着いたが，理想の裁判官像が主として，

審議過程では審理において求められる裁判官の態度に集中したのは，手続

主催者として強力な「管理者的裁判官」を前提にしたからとも思われ，こ

の点も日本的と言えよう。

以上のように，こと裁判官に関しては，全般的にジェネラリスト的な性

質が強調されており，専門訴訟に対応しうる専門性の涵養は，弁護士には

求められても，裁判官について特別求められることはなかった17）。法曹全

般について「プロフェッション」であることが求められ，それが新たに裁

判官の役割論にも用いられるようになり，ジェネラリストという言葉は用
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いられなかったものの，その基本は，法全般についてのジェネラリストと

しての裁判官像であると言えそうである。特に，今期の司法改革では，閉

鎖的な司法の中にいて社会常識が欠如すること等が問題とされたことから，

法の専門知識だけでなく，一般的な社会常識のあるバランスのとれた人格

ということに重点が置かれ，何か特定の専門性を身につけることを積極的

に推進する議論はしにくかったということもあろう18）。

他方で，戦後からの裁判官役割論の論点にせよ，司法制度改革での裁判

官改革論議にせよ，裁判官を明確に「ジェネラリスト」と性格付け，その

ことの意義を強調するような議論も見られなかった。これは，「ジェネラ

リスト」は通常「スペシャリスト」に対比して用いられる言葉であるため，

専門裁判所構想や専門参審制の登用などが議論とならない限り，ことさら

に意識されることがないのが主因と思われるが，それだけにとどまるのか

は多角的に分析してみる余地もあるだろう19）。

Ⅱ 民事裁判の専門化：専門部・集中部から，知財高裁まで

Ⅰでみてきたように，こと裁判官論では司法改革前後を通じて裁判官の

ジェネラリスト性を前提とする議論が中心であったのに対し，今期の司法

改革での民事司法改革の一つの柱に，「専門的知見を要する事件への対応」

があった。

「科学技術の革新，社会・経済関係の高度化・国際化に伴って，民事紛

争のうちでも，その解決のために専門的知見を要する事件（知的財産権関

係事件・医事関係事件・建築関係事件・金融関係事件など）が，増加の一

途を辿っている｣20）。こういった訴訟群は，「専門家の適切な協力を得られ

なければ，適正な判断を下すことができない」うえ，遅延を来たすとして，

「様々な形態による専門家の紛争解決手続への関与を確保し，充実した審

理と迅速な手続をもって，これらの事件に対処し，国民が実効的な司法救

済を得られるようにすることは，現代の民事司法の重要かつ喫緊の課題で
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ある｣21）とされ，専門委員制度の導入，鑑定制度の改善といった専門家の

協力体制の強化がはかられたほか，「法曹の専門性強化」として，弁護士

の専門化に加えて，裁判所における専門部・集中部の拡充なども提言され

た。

これらの改善策は，大別すると二つの方向性を有している。一つは，審

理において専門家の関与を確保することと，もう一方は，専門性の類型ご

とに手続を専門化していく方向である。前者は，適切な専門家の適時での

関与と，その評価を必要とする点では裁判官にもその専門分野について一

定の理解は求めるものの，裁判官に対して特段の専門性を求めるわけでは

ない。しかし，後者は，その分野について予め特別な専門性を求めている

わけではないとはいえ，同様の類型の事件を少なくとも在任中は繰り返し

処理することで一定の専門性を身につけていくことが想定されている。

前者として，専門委員の導入や，鑑定制度の改善などが行われ，後者と

して，専門部や集中部体制の強化，知財高裁の設立，労働審判制度の設立

などが行われた。2001年には，大阪地裁・東京地裁には，医事紛争や建築

紛争に関する集中部が創設された。知財に関しては，特許権・実用新案権

などに関する訴訟事件については一審を大阪・東京地裁の専属管轄化し，

その控訴審を東京高裁に専属管轄化した上で，2005年には知財高裁が創設

された。労働事件については，労働審判が新設されるなど，専門分野に応

じた手続の在り方を個別に模索するとともに，特定の事件を特定の部門に

審理を集中させることで，裁判所側の専門性を高めるという方策がとられ

た。

専門家の協力体制の強化と，裁判所の執務体制の専門化は，もちろん排

他的ではなく，相補的な改革ではあるが，その後の専門訴訟の運用状況や

評価を見ると，専門家の協力体制の強化よりも，手続の細分化，専門化に

よる改革のほうが，より成功してきたと評価されているようである22）。た

とえば医療事故訴訟では，鑑定や専門家委員の活用といった，専門家の協

力はさほど活性化されておらず，むしろ鑑定等の利用率は低下している。
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そして，医事集中部の設置が有効な改革と評価され，東京・大阪に次いで，

地方でも集中部の設置が相次いでいる。こうした改革は，多様な要素を含

んでいるが，その基軸の一つとして裁判所側の専門性強化があり，ひいて

は，裁判官の専門性強化にもつながってくると考えられる。

もっとも，裁判所の専門化といっても，裁判所内での専門部や集中部に

よる対応は，特段，新しいものではない。今回の医事部や建築部の創設も，

次に見るこれまでの労働事件や交通事件などの専門部・集中部による対応

の延長線上にある。専門部・集中部による対応は，日本の裁判の専門化の

伝統的な手法と言える。そして，こうした専門部・集中部が特定の事件を

集中的に扱うことについては，裁判官の専門化も伴いうるものであるにも

かかわらず，これまで強い異論は聞かれていない。

専門部や集中部で，裁判官がその在任期間中，集中して特定の領域の事

件を扱うことで専門化したとしても，日本の裁判官の通常のローテーショ

ンシステムを前提とすれば，それは一時的なことであり，基本的にジェネ

ラリストとしての裁判官像は維持されると考えられてきた。このローテー

ションシステムは，法曹一元推進論からは，司法官僚制を強化するシステ

ムとして批判されたが，ジェネラリストとしての裁判官像の観点からは，

ジェネラリスト裁判官を維持する日本的なシステムといえる。

しかし，専門部・集中部の拡充が叫ばれ，裁判の専門化が進められてい

る現在，これまでの専門部・集中部の経験も含めて，ジェネラリストとし

ての裁判官像の変容につながらないのかを改めて評価する必要もあるだろ

う。そこで，次に，民事裁判における専門部・集中部の意義について整理

してみたい。

1．民事裁判における専門部・集中部の意義

日本では，もともと合衆国に比べると裁判所内では専門分化の構造を

とっている。裁判所は，刑事部と民事部に分けられているほか，戦後比較

的早い時期から，大規模庁では専門部や集中部による事件処理を行ってき
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ている。専門部や集中部は，各裁判所の数ある民事部のうちのいずれか１

部ないしは複数部を，特定の類型の事件のみを扱う（専門部）あるいは，

他の一般事件も扱うが，特定の類型の事件を基本的にその部で受任する

（集中部）形で執務体制をとるという裁判所内でのインフォーマルな専門

化である。

専門部や集中部の設置は，当該類型の事件が急増し，効率的画一的な事

件処理の必要性がある場合や，専門性への要請に対応する形で行われる。

保全や執行など，前提となる手続自体が異なる場合での専門化もある。そ

して専門部や集中部での事件処理の在り方については，それぞれ独自の手

続運営の在り方を工夫して構築し，時にはそれが法律雑誌などでも紹介さ

れるなどして，他の裁判所や実務家の参考に供されている。

比較的歴史もあり，注目も集めた専門部である交通部を例にとる。交通

部は，1962年に，交通事故および交通事故訴訟の急増に対応するため，東

京地裁民事27部を交通事故の専門部として発足した。発足当初は，まだ事

件数が格別に多くはなかったが，急増が見込まれ，効率的な処理が必要と

なること，迅速な解決が被害者救済にとっても重要であること，専門化に

よって裁判官の負担も軽減できることも見込まれた23）。そして，倉田判事

らを中心に交通事故訴訟での損害賠償額の算定基準を作成し，判断の標準

化と，それによる和解の促進を行った。フット（2006）は，交通事故処理

のための書式や手続の合理化，判断基準などの作成を裁判所による政策形

成の例とみて，「この制度を構築するに当たって，裁判所は中心的な役割

を果たした。東京地方裁判所で第27部に配属された一握りの裁判官が，こ

の動きを引っ張ったのである｣24）と評している。交通部については，こう

した標準化の努力と，それに基づく裁判外処理の促進から，訴訟提起数は

激減し25），27部は，1978年に労災事件も扱うようになり，専門部から集中

部へと移行した。

交通事故は，特に専門的知見を要する事件という位置づけではなかった

が，1961年の東京地域，1964年大阪地裁の工業所有権部の設置などは，専

立命館法学 2011 年 5・6 号（339・340号)

658 (2986)



門的知識の必要性，効率的処理の必要性に対応するものであった26）。2001

年の医事集中部・建築集中部の設置なども，専門性の要請への対応である。

高裁所在地の大規模庁でも，専門部や集中部の設置は進められているが，

超大規模庁といえる東京地裁や，大阪地裁では，その拡充が著しい。東京

地裁の場合，54 の民事部と 24 の刑事部からなるが，民事部においては，

商事部（民事８部），保全部（９部），破産再生部（20部），建築事件集中

部（22部・49部），労働部（11，19，36部），知財部（29，40，46，47部），

医事集中部（14，30，34，35部），民事執行センターといった専門部・集

中部体制をとっている。大阪地裁でも，保全部（１部），商事部（４部），

労働部（５部），倒産部（６部），建築・調停部（10部），交通労災部（15

部），医事集中部（17，19，20部），知財部（21，26部），執行部（14部）

といった体制となっている27）。

こうした集中部・専門部体制による専門化については，これまでまと

まって注目・考察されることも少なく，大きな異論が出されることもな

かった28）。

専門部や集中部に配属された裁判官は，その任期中は，その事件類型や

手続を集中して扱うことになり，その点で専門化が図られるものの，裁判

官の配転により，その部署に固定化するわけでないことから，裁判官の視

野が狭まるといった批判が出にくい。上述したように，通常のローテー

ションシステムに乗ることでジェネラリスト裁判官は維持されると考えら

れてきたのである。もっとも，知財訴訟などでは，最近専門化が進んでい

るとはいえ，以前から「知財判事」と呼ばれるような，知財に通暁して長

く知財訴訟を扱ってきた裁判官も存在してきた29）。よって，ローテーショ

ンによるジェネラリスト性の維持についても分野ごとにさらに詳細に検討

する余地はあるのだが，この範囲で，ジェネラリスト性が損なわれている

との大きな批判が生まれることはこれまでなかったと言える。

また，インフォーマルで緩やかな専門化で，組織改編も容易で柔軟なシ

ステムであることも異論のでない大きな理由だろう。時代の流れとともに，

裁判の専門化と裁判官（渡辺）

659 (2987)



大量に提起される事件類型にも変遷があるが，専門部や集中部は，その事

件の流れに応じて，比較的頻繁に構成を変えている30）。

このようなことから，専門部・集中部体制は，組織の硬直化や，過度の

専門化による裁判官の視野狭窄を回避しながら，効率的・専門的に事件処

理を行える効果的なシステムであるというのが一般的な評価と思われる。

たとえば，2011年に公表された『裁判の迅速化に係る検証に関する報告

書』でも，医事関係訴訟について，「医事関係訴訟を集中的に処理するこ

とは，同訴訟の審理の適正・迅速化にとって有益であり，それ自体，裁判

を受ける国民の側にとってメリットが大きい｣31）と，集中部での取組を評

価し，その拡充を提唱している。

しかし，専門部・集中部による取り組みが裁判の専門化をどのようにす

すめ，裁判に対してどのような影響を与えてきたかについて，より立ち

入った理論的な検討やデータに基づく検証を十分することなく評価してし

まって良いのだろうか。少なくとも，「我が国の司法制度は，かなり統一

的な構造となっている。さらに，我が国社会の平等志向を反映して，司法

制度の運用における等質性の要請は極めて強い｣32）とすると，専門部・集

中部体制の強化は，その等質性を損ないうるとも考えられる。

専門部や集中部は，そうした体制をとるほどの事件数や裁判官の数が確

保できない小規模庁において導入することは困難であり，集中部や専門部

が効率的な事件処理や，手続過程や判断の質を向上させるのに有効である

と評価できるとすると，逆に，都市部と地方との裁判の質の格差が鮮明に

なりうる。集中部で蓄積したノウハウを，他の裁判所でも共有することが

必要との認識はあるが，定型化しにくい分野や，地方では協力する専門家

の人材確保が難しいような分野では，そこにも大きな壁があろう。

また，それぞれの専門部や集中部では，独特の手続運営を構築している

点でも，ある意味では等質性を損なっているとも言える。もっとも，この

点は，むしろ裁判所側は，手続運営の工夫を法律雑誌等で紹介するなどし

て他の裁判所のモデルを提示してはいる。
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そして，より重要な指摘として，こうした専門部による対応は，その分

野について裁判による政策形成がしやすい構造となっているということが

挙げられる33）。確かに，集中部や専門部体制が，後でみる合衆国での専門

化懐疑論のいう「特定の利益に取り込まれる」という危惧につながるとま

では言えないかもしれない。しかし，こうした影響については，これまで

の経験もふまえてもう少し真剣に検討していく必要があるだろう。これま

で，専門部や集中部による事件処理がもたらす影響に関しては，法学研究

者の関心があまりに希薄だったのではないだろうか。

そうした中では，司法改革審議会で提唱された知的財産関係事件への対

応強化から知財高裁設立に向けて，よりドラスティックな専門化が提唱さ

れ，はじめてまとまった議論が行われており，注目に値する。

2．知財高裁の設立に向けた議論

今回の司法制度改革の牽引となった産業界からのいわゆる規制緩和的司

法改革推進論は，知財訴訟の遅延や，その判断が技術専門性の観点からの

疑問といった司法批判に基づいていたとも言われ，司法制度改革審議会意

見書でも，民事司法制度改革の一項目として「知的財産関係事件への総合

的な対応強化」が求められた。

折しも，2002年には当時の小泉首相を本部長とする知的財産戦略会議が

「知的財産戦略大綱」を出すなどして，知的財産関係訴訟の充実・迅速化

が求められ，知財高裁構想が出され，司法制度改革推進本部には知的財産

訴訟検討会が設置された。そこでの審議の末，2004年に知的財産高等裁判

所設置法が成立し，2005年より知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の特

別支部として発足するに至った。

知財高裁の設立は，専門訴訟への対応を超えて，知的財産立国に向けた

国の政策からの要請に応えるものであり，そもそも政治色が濃く，当初は

特別裁判所の創設という形で提案されたこともあり，その是非について，

かなり議論もなされた。特別裁判所として，技術判事を導入することに対
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しては強い異論が出て見送られたものの，結果として特別裁判所に近い独

自の専門裁判所となっており，裁判の専門化へと大きく舵をきる改革で

あった34）。

知財高裁は，あとで若干の参照を行う，合衆国で1982年に設立され，特

許事件を専属的に扱う連邦巡回控訴裁判所（the Court of Appeal for the

Federal Circuit 以下，CAFC と省略する）を一つのモデルとして構想され

た。憲法上設立が禁じられている特別裁判所にならないかも絡んで，知財

高裁を独立した高等裁判所とするか，東京高裁の特別支部にするかという

点や，技術専門家として高度の技術的な知識・能力を有する技術裁判官を

導入すべきかどうかが，大きな争点となった35）。

産業界側が，技術裁判官の登用も含めた特別裁判所化に積極的であった

のに対し，法学研究者や法曹からは，慎重論が相次いだ。モデルとする合

衆国での CAFC も，知財の専門裁判所化には抵抗が強かったため，知財

だけを扱う裁判所ではない点，CAFC は合衆国における連邦最高裁判所

の判例形成・統一能力の低下といった日本にはない事情に対応すべくく創

設されたものである故に，日本の文脈とは全く異なる点も指摘された36）

ほか，専門部や集中部体制と異なり，「特別裁判所」に近いものとして構

想されたものの，今後知財関係の事件がコンスタントに提起されるという

保障もないことから，組織の硬直化への懸念も出された。

特に，大きな異論が出たのが，技術判事の導入についてである。非常に

専門性の高い知的財産事件には，技術者や産業界からは，技術裁判官の導

入が求められた37）。しかし，法学者がわからは，憲法上，法的素養のない

裁判官を任用することは問題になりうるということのほか，「裁判官は，

法以外においては素人であることが重要である」というジェネラリスト判

事信奉と近い議論も出された38）。知財事件であっても，最終的には法的判

断が求められるのであり，他の事件を経験して，幅広い法律の素養をもつ

ことが要求される。また，知財は非常に多岐にわたる専門分野に関わり，

それぞれの分野の技術者をそろえるのは困難である上，技術は日進月歩で
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あるため，技術の知識はすぐに陳腐化するといった点も，反対論の根拠と

された。

その結果，技術判事の導入は見送られ，専門委員と裁判所調査官の活用

に落ち着き，裁判官の専門性については，今後，法科大学院が，理系学部

の卒業生を多く受け入れ，科学や技術の素養のある法曹有資格者・知的財

産に強い弁護士の任官を推進していくという方針となった。

このように，産業界からの技術判事の任用や裁判官の専門化を伴う特別

裁判所への要望に対して，そうした専門化に抵抗する形で，裁判官のジェ

ネラリスト性の重要性が改めて強調されることになった。結果として，こ

れまでの専門部や集中部拡充政策の延長線上におおむね位置づけられるよ

うな形での制度に落ち着き，あえて「知的高等裁判所」という新たな組織

とすることについては，主にそのアナウンスメント効果が期待された。逆

に言えば，知財高裁のような専門裁判所を設置する素地が，すでに専門

部・集中部政策で出来ていたということでもあり，１で指摘したように，

専門部・集中部体制自体も含めた専門化の意義を問うことの意味はなお大

きいと考えられる。

3．専門化の現状

では，その後，専門化はどこまで進められただろうか。ここでは，限ら

れた資料からの部分的な概観にとどまるが，若干の現状評価を試みてみた

い。

今回の司法制度改革で求められた「専門訴訟への対応」は，その長期化

が大きな問題とされており，裁判員制度もにらんで制定された裁判の迅速

化に関する法律の影響もあり，その後の検証も，裁判の迅速化の検証を中

心になされてきている。

2011年に公表された『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』でも，

いわゆる専門訴訟については，類型ごとに検証がなされている。本来，専

門訴訟は，「専門家の協力」を必要とする訴訟なのであるが，実際には，
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専門家の知見を導入する主要な手続である鑑定を用いると，審理の長期化

を招く。そこで，こうした事件において，その後鑑定の利用はあまり促進

されていない。むしろ医療事件や建築事件については，集中部体制の強化

が図られ，１でみたように有効な施策と評価されている。

そして，広い意味での専門訴訟への対応と位置づけられる，労働審判制

度や知財高裁は，今期の司法制度改革の中ではおおむね成功を収めた改革

と評価されている39）。ここで双方の詳細な評価を行う準備も能力もないが，

労働審判制度は，労使双方の専門家が審判員として加わって判断を行う点

で，知財高裁は，まぎれもなく専門裁判所として，日本の裁判の専門化の

先端をいく制度であり，この両者の評価が高いことは，今後の日本の民事

司法の在り方を考える上で，非常に重要な意味を持っているといえよう。

労働審判については，その審理の在り方を，通常の民事訴訟の審理にも

応用していくことまで論じられている40）。そうした提案でも，労働審判の

長所として審判員として裁判官と労使双方の出身である専門家が入り，そ

の専門的な知識・経験が生かされていることが指摘されている。実際に，

利用者からも，労働審判は，裁判に比べて，その迅速性だけでなく，その

専門性の高さが高く評価されている41）。

知財訴訟については，日本の裁判所制度での専門化の方策を最も徹底さ

せた領域と言える。知財高裁では，調査官権限が強化され，専門委員も積

極的に活用しており，専門委員が関与する際は，弁論準備期日として技術

説明会を開催するなど，専門家の協力体制も強化している。

地裁レベルでも，専属管轄化や専門委員制度の導入が行われたことから，

知財訴訟全般について，審理の迅速化については，これ以上は限界と言わ

れるほど進んでいる42）。専門化，集中化は，事件の効率的処理の促進に

とっては，極めて有効であると言える43）。

ここで，本稿の関心事である，裁判官の専門化がどれほど進展している

のかに目を向けよう。知財部も含め，知財訴訟の担当判事のなかには，従

来から理系出身者がコンスタントに存在するとも言われている。しかし，
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そうした技術系の素養のある裁判官の任用は，そうした人材が豊富にいる

わけでもないことから，主流ではなく，基本は，裁判官もそうした事件に

日々接することで，合議体での切磋琢磨など OJT を基本に，日々自己研

鑽に励んでいると言われる44）。また，研修制度の充実もはかられている。

若手裁判官を毎年若干名，技術系大学院や技術系研究所に半年前後派遣す

る研修制度のほか，知財高裁判事は全員が年１回企業や研究所で実地検分

を行うほか，外部講師を招聘した研究会を年に４回ほど開催しているとい

うことである45）。知財部で知財訴訟を日々扱うことになった判事は，その

在任期間中は，ひたすら技術系の勉強に費やし，法律書を読む暇はないと

も言われ，在任期間中の OJT や自己研鑽による専門化がなされているこ

とは伺える。

さらに，知財部や知財高裁の判事について，「知財判事」として，知財

事件のみを扱う判事として通常の判事とは異なる人事体制をとっているわ

けではないが，やはり通常の民事事件を扱う判事のローテーションとは異

なり，「裁判官の人事の面でも特許を専門とする裁判官の方々といったグ

ループが形成されている｣46）との見方も出ている。現在の知財高裁判事の

なかには，東京地裁の知財部での長い実務経験を積んできている判事が多

く，理系の学位のある裁判官も複数いることが指摘されているが，その中

には，最初から知財判事を期待されて，わずかな期間地方の裁判所にもつ

とめているが，ほとんどの在任期間を東京地裁の知財部や知財高裁で知財

訴訟を専門としてきた判事もおり47），知財訴訟においては裁判官の専門化

が進んでいると言えそうである。

なお，知財高裁の現裁判所長の中野判事は，知財高裁を日本の専門裁判

所のモデルにしたいという抱負とともに，「知財高裁は，知的財産を専門

的に扱うという意味で，（ジェネラリスト型ではなく）スペシャリスト型

の専門裁判所である。したがって，ローテーション等裁判官人事の在り方

を含めた今後の知財高裁の運営方法は，今後の日本型司法制度の中におけ

る専門裁判所の在り方を検討する格好のケースと考えられる。｣48）と述べ
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ている。

これは，裁判所としての公式見解ではなく，知財高裁内でも，これまで

の人事配転のローテーションシステムを維持すべきという見解もあり，こ

の点はより詳細な検証を要する。しかし，事実上，かなり専門化が進んで

いることからも，知財高裁設置の際の，裁判官の視野が狭くなることへの

懸念に対しては裁判官の配転によって対応できるという，従来からのジェ

ネラリスト裁判官維持の考え方49）とは，異なる方向性も出てきているよ

うであり，留意すべきである。

こうした専門化の進んだ裁判官によって専門的に知財事件を扱う知財高

裁は，早期に判例を統一することも期待されている。しかし，知財高裁の

判決を最高裁が覆す事例も珍しくないと言われ，専門化した裁判官の判断

と，最高裁判事の判断の相違とその評価については，より詳細な検討が必

要だろう50）。

１で指摘したように，専門部・集中部の経験についても，これまで十分

な検証がなされてきたとは言い難いが，司法制度改革以降は，これまでの

専門部・集中部体制をベースとしつつも，その枠を超えた専門化が進行し

つつあると言えるのではないだろうか。その現状を踏まえると，裁判や裁

判官の専門化が進むなかでの裁判や裁判官の役割について改めて検討する

必要もあろう。

そこで，次に，合衆国における裁判の専門化をめぐる議論や，専門化の

実情，そして専門化の影響についての実証研究成果を概観し，日本におけ

る司法の専門化について考察すべき論点や前提の確認につなげたい。

Ⅲ 合衆国における議論：ジェネラリストとしての
裁判官とその変容

合衆国においても，専門的な知見を要する事件が増加していることは日

本と同様である。そして，合衆国においても，専門家の関与の強化と，裁

立命館法学 2011 年 5・6 号（339・340号)

666 (2994)



判所がわの専門化の両方の施策がとられてきている。裁判における専門家

の関与については，一義的には，当事者がたてる専門家証人の利用がある

が，専門家証人の党派的利用に対しては，批判も強い。大規模な事件にお

いては，訴訟管理の必要性からも，スペシャルマスターの登用といった新

たな取り組みも見られる。

他方で，司法の専門化については，ニューディール期以降，多様な分野

で特別裁判所設立が求められてきたが，司法の専門化には抵抗が強いと言

われる。その抵抗の一つの柱が，「裁判官はジェネラリストであるべきで

ある」というジェネラリスト信奉である。

1．合衆国における裁判の専門化

司法の専門化の議論の中心は，連邦レベルの裁判所の専門化であり，そ

の極は，専属的な事物管轄を有し，フルタイムの専門裁判官が審理を行う

専門裁判所構想ということになる。専門化に対しては推進論と懐疑論が対

立しているが，その焦点は，こうした専門裁判所構想をめぐる議論となっ

ている。

しかし，実際は，一口に専門化といっても，その状況は多様であり，

「幅のある（spectre）」概念であると言われる。専門裁判所で長期にわ

たって裁判官を務める長期にわたる専門化の場合もあれば，ある裁判所で

特定の期間，特定の事件類型の審理に当たるという短期的な専門化もあり

うる。また，特定の事件しか扱わないフルタイムの専門化もあれば，特定

の事件類型を中心としつつも，他の事件も扱う部分的な専門化もある51）。

専門化のもたらす論点も，その専門裁判所の特質にかかっており一般化は

困難である52）。

連邦裁判所については，専門裁判所の提唱はあっても，ほとんどの裁判

所ではなお一般管轄をとっている。連邦には 13 の上訴裁判所があるが，

そのうち連邦巡回上訴裁判所（Court of Appeales for the Federal Circuits）

が，特許を中心に扱う専門裁判所となっており53），合衆国の議論でも，専
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門裁判所のひな形として言及されることが多い。３で見る専門裁判所の実

証研究も，この裁判所を対象にしたものが多く，専門裁判所の社会実験と

も目されている54）。もっとも，日本で知財高裁が設立される際に，研究者

からたびたび指摘されたように，CAFC は，厳密な意味では専門裁判所

ではない。CAFC は，当時連邦最高裁判所の判例統一機能が低下して，

巡回区間で解釈が統一しないことや，そのため当事者が有利な法解釈にも

とづく裁判を求めてフォーラムショッピングを行うなどの問題があったこ

とから，1982年に，従来存在した関税特許裁判所（the Court of Customs

and Patent Appeals, CCPA）と，クレーム裁判所（the Court of Claims）を

統合して創設された55）。専門化は，裁判官の視野を狭くするなどの懸念も

あって，扱う事件の範囲は特許事件に限られないが，他の裁判所の裁判官

ほど多様な事件は扱わないし，実際上はかなり専門化して他の裁判所とは

隔絶していると言われる56）。

地方の上訴裁判所は，基本的にジェネラリスト裁判所であるが，地域に

よって，分野の集中が見られる。第２巡回上訴裁判所は，証券事件が多く，

第５巡回上訴裁判所は，移民法の事件が多い。連邦裁判所としては，ほか

に，国際取引裁判所（Courts of International Trade）が，フルタイムの専

門裁判官のいる特別裁判所となっている。

もっとも，一般管轄における裁判所においても，緩やかな意味では専門

化が進められている。Cheng（2008）は，1995年から2005年までの連邦上

訴裁判所の判事の法廷意見の起案の割り当て（opinion assignment）を検

討し，多くの連邦上訴裁判所では，事件類型ごとのケースの割り当てをし

ていることを明らかにし，もはや，「ジェネラリスト判事は，神話である」

という57）。この感覚を前提にすれば，日本での専門部や集中部での取組は

すでにかなりの専門化が進んでいると評価されることになろう。

2．専門司法化をめぐる議論

司法の専門化の推進論は，通常そのメリットとして，事件の効率的な処
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理，判例統一による予測可能性の増大，専門性の向上による判断の質の向

上といったことを挙げる。

第一に，専門化は，裁判の提起数の増大から，裁判所の負担が過剰に

なっている（caseload crisis）ことへの対応として要請される。事件数の

増加に対しては，事件処理を促進する手続改革や，裁判官の増員等によっ

ても対処しうるため，通常そうした手法がとられるが，専門裁判所による

効率的処理への期待も高い。

第二に，裁判の管轄が複雑な合衆国においては，裁判管轄間での判断の

違いをなくして判断の統一性を向上させることへの要請から，専門化が求

められてきた。地域による判断の差は，より有利な判決を求めるための

フォーラムショッピングの問題をもたらしやすい。そこで，専属管轄化は，

こうした問題を回避できる有効な手段と考えられる。

第三に，専門裁判所は，複雑な分野での判断の正確さを高めることがで

きると考えられている。裁判官が繰り返し特定の分野の事件を扱うことで，

その分野の審理に必要な背景知識を身につけ，新たなルーティンを形成す

ることで，迅速で正確な事件処理を可能にし，判断の質も高めることがで

きると考えられている。特に，専門性の高い分野においては，裁判官の専

門性の向上が期待できる。知的財産や税務などの専門性の高い事件類型に

ついては，専門性向上の要請が高い。

もっとも，ここでいう正確とか，判断の質といったことは，多義的であ

る。基本的には，法を事実に適切に当てはめるということになるが，裁判

官の良い公共政策についての観念をよりよく反映するという意味をさすこ

ともありうる58）。

こうした推進論に対し，合衆国では，裁判官はジェネラリストであるこ

とを重視する法文化があるとされ，専門裁判所や専門裁判官による対応に

対しては，日本におけるよりも懐疑的である。

第一に，特に合衆国において問題視されるのは，裁判官の採用が特定の

利益集団や政治集団の影響を受けやすくなり，政治化するおそれがあると
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いう点である。日本の裁判官については，特定の利益集団や政治集団から

の影響が問題とされることはあまりないため，この点は問題ないだろうと

の意見が主流である59）。しかし，この論点は，後述するように，専門組織

化により，外部からの影響を受けやすくなること，逆に，その組織の内部

の関心をダイレクトに反映させやすくなるというより広い観点も含み，そ

の範囲では，そうしたことの是非も含め，日本でも専門化の影響をより詳

細に検討する余地が出てくる。先述した，日本の専門部が裁判所の政策形

成を推進する組織構造となっているとの指摘も，この範囲の議論として位

置づけられるだろう。

第二に，特定の分野のみ扱うと裁判官の視野が狭くなるという点が懸念

されている。専門裁判所は，より広い法システムから隔絶されているため，

より広い法体系とは整合しないような独特の法理や，手続を発展させる傾

向がある。また，多様な分野と接することにより培われる洞察などの利点

を失うことにもなる。

第三に，専門化によって，裁判官の仕事が魅力や権威のないものになる

といった懸念も出されている。Posner 判事による，有能な人は，20年も

30年も，ひたすら税とか特許などの上訴審の判断ばかりするようなことを

好まないだろうから，専門裁判所は，高い質を維持できなくなるだろうと

いった主張60）も含め，裁判官自身が，ジェネラリストであることに強い

誇りを持っており，司法の専門化には抵抗が強い。

たとえば，巡回連邦裁判所の Wood 判事による「専門化する世界にお

けるジェネラリスト裁判官」と題する記念講演61）の内容は，そうした

ジェネラリスト信奉を極めてよく表している。Wood 判事は，専門化の進

展する現代においてこそ，一般的な管轄をもつ連邦裁判所およびジェネラ

リスト裁判官が必要であると主張する。「我々のシステムは，他国が信奉

するプロフェッション化や専門化に抵抗するからこそ，本質的な価値を維

持してきた」という。

裁判所は，社会全体に対して，説明責任を負っているのだから，ジェネ
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ラリスト裁判官は，テクノクラートになってはならない。専門化された語

彙や「内部者」の関心事に身を隠してはならない。弁護士達は，ジェネラ

リスト裁判官に対して，最も複雑な分野についても説明しなければならな

いが，それによって法理を脱神秘化し，法を理解可能なものにするよう促

すことができる62）。

そして，様々な分野に通じることで，法分野を超えた洞察を得ることが

出来る。また，異なるように見える多様な法分野を経験することで，

デュープロセスなど，分野によって変わることのない法的問題について知

ることができる。裁判官は，「判断（judging）」においては専門家なので

ある。

司法の専門化の是非の議論では，こうした裁判所の権威や裁判官の仕事

への満足という論点は重視すべきでないとも言われるが，Wood 判事のこ

うした議論は，日本での知財高裁設立の際の技術判事反対論とも通ずると

ころがあり，「ジェネラリスト信奉」の本質は，むしろこういった議論に

あるように思われる。

しかし，以上のような議論は，全体に，それぞれの論者の抽象的な想定

に基づいた机上の空論になるきらいがあり，実際に専門化が何をもたらす

かについては，より具体的な検証を要する。そこで，次に，実証研究の成

果にも触れたい。

3．実証研究に見る専門化のインパクト

専門化は，実際には司法に何をもたらすのか。合衆国においても，実証

研究は乏しく，特定の専門化された裁判所についての限定的な研究にとど

まっている。

専門裁判所に主として期待される，専門性・効率性・予測可能性などの

質について直接的にはかる指標を具体化するのは難しい。特に専門性の向

上が，判決の質を向上させるという想定については，何が判決の質と言え

るか，またその質をどのように評価するかについても明確な基準をたてる
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ことが困難であるため，その点についての検証は合衆国においてもほとん

ど手がつけられていない63）。

そこで，実証研究の焦点は，専門裁判所懐疑論の第一の論点である，利

益集団などが裁判に与える影響力という点ともかかわって，裁判官の政治

的志向と判断との関連や，政策形成志向との関連など，一般的な司法行動

論の関心事にもつながる点に集中している。

たとえば，裁判所の専門化について一連の実証研究を行っている Baum

は，1977年の研究で，CAFC の前身である CCPA の判決と，通常裁判所

の判決を比較したところ，1956年以降，知的財産法律事務所の弁護士から

判事を任用するようになって以降，他の連邦裁判所とは有意に異なる知的

財産政策がとられるようになったと指摘する64）。もっとも，これは専門化

の必然的な結果ではなく，CCPA の当事者となる知的財産訴訟の当事者

達が，知的財産法律事務所の弁護士達の影響力が高まることに対して好意

的であったことから生じたと考えている。裁判所の専門化は，通常，特定

の政策からは中立的な，効率性向上などの目的のために導入されるが，専

門化はその裁判所が独自路線を歩む条件となりうるという。

また，Baum（1994）は，CCPA と通常の上訴裁判所における連邦最高

裁判所の判断の引用率を比較し，CCPA は他の上訴裁判所に比べて，最

高裁判例の引用頻度が低く，判決を引用する場合には，他の上訴裁判所は

連邦最高裁判決をひくのに対し，CCPA は最高裁判決ではなく，CCPA

の先例を言及する傾向が高いことを明らかにした65）。

また，Miller & Curry（2009)66）は，裁判官の専門性と経験は，独立し

た条件であることを明らかにしており，興味深い。技術の学位をもつ，あ

るいは前職が知的財産弁護士である場合を，専門（expertise）とし，

CAFC での裁判経験を，経験として，それが判断に与える影響を検討し

たところ，専門家裁判官は，そうでない裁判官よりも，知的財産をより保

護する方向での判断傾向があるのに対し，裁判経験は，判断に特に影響を

与えないという結果がでた。通常，経験の長さが専門性の向上に資すると
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考えられるが，この結果からは，専門知識は，同様の事件を繰り返し経験

することによってだけでは獲得できないということも示唆された。

全般的に，専門裁判所と，ジェネラリスト裁判所の比較において，懐疑

論者が懸念するほど判断に大きな違いがあるという結果は出ていない。し

かし，通常，専門裁判所の創設は，懐疑論者が懸念するほどではないにせ

よ，通常裁判所に比較すると，訴訟当事者や政策策定者，裁判官のイデオ

ロギー的関心を反映しやすいということは複数の研究が明らかにしてきた

と言える。

その背景には，専門性の高い分野では，官僚的な組織内でも専門知識を

有さない上位機関の影響力が低下する傾向があるという行政学の一般的な

知見にも通じ，専門化が進むと，通常の裁判所組織におけるコントロール

がききにくくなるということが一つには挙げられる。この点は，官僚化が

著しいと言われる日本の司法組織に対しては，重要な指摘ともなりうるだ

ろう。

また，裁判官や当事者が自らの関心を裁判に反映させる可能性について

は，イデオロギー的関心を判断に反映させるためには，自らのイデオロ

ギー上のスキーマを特定の法的争点に当てはめる必要があり，そのために

は，かなりの専門的な知識を備えておくことが必要となるということも考

えられる。そこで，Miller & Curry の調査のように，裁判経験ではなく，

背景として有する専門知識の影響力が大きいという結果が出ると考えられ

るのである。その点で，現在の日本のようなキャリアシステム下での専門

部・集中部体制での専門化の範囲では大きな問題はないと言えるが，知財

高裁設置時に提案された「技術判事」となると，その危険性は否定できな

いということになろうか。

なお，特許訴訟をめぐっては，ここでみた実証研究の実施期よりも，最

近になって，連邦最高裁判所が CAFC の判決を破棄する事例が急増して

いて注目を集めている67）。1982年の発足以来，連邦最高裁が CAFC の判

決を審査することはまれであり，CAFC は事実上の終局審となっていた
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のだが，2000年代半ばより，CAFC が打ち立ててきた形式的な法理を覆

して，柔軟で総合的な判断を要する基準をたてる判決を立て続けに出して

いる。Lee（2010）は，こうした連邦最高裁の CAFC の形式主義からの方

向転換を「ホーリスティック・ターン（holistic turn）」と呼び，その背景

には，CAFC が主導してきた特許権拡大路線を抑制しようとする政策目

的があると考えられる一方で，こうした一般的な基準となると，一見「常

識」に従った妥当な判断を導けるように見えるが，ジェネラリスト裁判官

にとっては，技術上の文脈に則したより立ち入った判断を要するため，か

えって負担が重くなるという問題を指摘している68）。日本の最高裁も，知

財高裁の判断を変更したり覆す判決を出しており，同様の指摘が妥当しう

る面もあろう。連邦最高裁と CAFC，最高裁と知財高裁の判断動向を対

比することは，ジェネラリストとスペシャリストの判断を対比する貴重な

素材と考えられる。

本項で概観した研究は，CCPA や CAFC についての研究に集中してお

り，ここでの成果を裁判の専門化一般について敷衍することには慎重であ

るべきだろう。専門化は，その性質上，専門分野によって直面する問題や

文脈が大きく異なりうる。それでも，こうした研究成果は，今後日本にお

いて裁判の専門化について考察する際の参考とはなるし，日本でも同様の

研究を進めていく際のヒントを与えてくれていると言えよう。

Ⅳ 結びに代えて：専門化と裁判官

ここまで，裁判の専門化とその影響について概観してきた。

専門部・集中部という比較的マイルドな専門化については，これまでも

大きな異論が述べられることも少なく，おおむね好意的に受け止められる

専門化の方法であったと言える。

裁判官像への影響については，少なくとも，専門部や集中部による対応

という限りにおいては，それがジェネラリストとしての裁判官像を揺るが

立命館法学 2011 年 5・6 号（339・340号)

674 (3002)



すものという受け止めはなされてこなかったようである。たとえ一定期間，

特定の分野の事件を集中的に審理するとしても，配転により，裁判官の専

門の固定化はなく，あくまでジェネラリスト判事であると考えられてきた。

より専門裁判化を進めた，知財高裁も，技術判事を見送り，通常の配転と

なるキャリア裁判官がつくことで，一応はこの原則が維持されている。

しかし，専門的な訴訟が増大し，弁護士の専門分化も進展するなかで，

このような配転によるジェネラリスト判事の維持が可能なのだろうか。知

財訴訟における判事の専門化傾向が示唆するように，判事の専門化も必然

的な流れとも言える。この流れに抗して，ジェネラリスト裁判官による裁

判であることの意味を強調していくには，今一歩立ち入った議論が必要な

のではないだろうか。

Wood 判事がいうように，専門化した社会であるからこそ，ジェネラリ

ストであることが重要であるとも言えるが，Ⅲで見てきたように，日本に

おけるジェネラリスト信奉は，合衆国のそれとは異なることも否定できな

いように思えるからである。

法曹一元制をとる合衆国とは異なり，日本の裁判官は，他職経験制度な

どが導入されたとはいえ，裁判官としての経験が職業経験のほぼすべてで

あり，多くは大学でも法学のみを学んできている。専門化の進んだ専門

部・集中部体制では，そのジェネラリスト性を担保するのが，基本的に

ローテーションシステムと目されているが，このローテーションシステム

は，裁判の等質性を実現するとともに，司法の官僚化の温床とも言われて

いて，その批判から出された法曹一元制論に対抗する論理である，「多様

で豊かな知識経験」のある裁判官像にはほど遠い。

また，受動的な審判者としての裁判官像を前提としている合衆国とは異

なり，日本の裁判官は，目隠しをしておらず，本人訴訟が多いことも相

まって，民事訴訟は裁判官主導的である。そうした中で，アメリカでは通

用するジェネラリスト信奉は，日本で直ちに通用しないところがある。

つまり，合衆国では，当事者である弁護士に，ジェネラリストである裁
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判官に理解できるよう分かりやすく説明することが求められるのに対し，

手続主催者として主導的な役割を果たす裁判官は，当事者以上にその専門

性に通暁することが求められることになるだろう。実際に，裁判所は，弁

護士が十分な知識がない場合には，それを補うことを期待されるだけでな

く，逆に弁護士が専門性を高めると，その専門性に対応してよりいっそう

専門分野の理解が求められると捉えているようである。たとえば，医事関

係訴訟についての実情調査において裁判官からは，「大規模庁の専門訴訟

においては，弁護士が専門化しているため，裁判所も十分な専門知識や情

報を有しておく必要があ｣69）るという意見が出されている。

筆者は，かつて，裁判官が専門訴訟においてジェネラリストとして加わ

り総合的な判断をすることで，脱専門化が図られるという議論をしたこと

があるが，少なくとも，日本の裁判所は，その専門分野に即しても十分対

応できなければならないという規範を維持していると思われ，専門化への

ドライブは強く，逆にそれを押しとどめる力はそれほど強くないのではな

いかと思える。

本稿では，裁判の専門化とそれが裁判官像にもたらす影響について，検

討すべき点を指摘するにとどまり，実態に即した十分な資料に基づく検討

には至らなかった。以下，本稿で十分に扱うことが出来なかった今後の検

討課題を述べる。

第一に，これまでの日本の民事裁判での専門部・集中部体制の経緯を踏

まえた上で，その現代的評価を行う必要がある。上述したように，専門部

や集中部体制は，インフォーマルな専門化であることもあり，それがどの

ような経緯で設置され，どのように運営されてきたのかについての情報が

十分に得られなかった。しかし，日本の裁判の専門化のプロトタイプとい

えるこの体制については，歴史的経緯も含めて今一度まとまった評価をす

ることが重要であると考える。

第二に，第一を踏まえて，専門部や集中部での裁判官の人事体制の実情

をデータに則して明らかにする必要があるだろう。ローテーションの在り

立命館法学 2011 年 5・6 号（339・340号)

676 (3004)



方が他の部とどのように異なるのかについて明らかにすることは，ジェネ

ラリスト判事の理念との関連で求められる。

第三に，合衆国での懸念のように，専門化や集中化が裁判にもたらす影

響は，実際にどのようなものなのかについても，多角的に検討していく必

要がある。知財訴訟や最近の知財高裁の経験が，もっともまとまった素材

を提供していると考えられ，Ⅲ３で概観したような実証研究を行うことは

可能だと思われる。

裁判官はジェネラリストであり，ジェネラリストでなければならない，

という，法曹や法学研究者のなかで，何となく共有されてきた命題を，そ

の事実上の妥当性について改めて検討し，その上で，日本の裁判官像を問

い直す必要があろう。

1) 司法制度改革審議会意見書（2001年）。

2) Judith Resnik, Managerial Justice , 96Harv. L. Rev. 374 (1982).

3) 裁判官の任用の在り方の議論にもつながりうるが，さしあたり，ここではその問題には

触れない。もっとも，法曹一元であれ，キャリアシステムであれ，同じ問いに直面しうる。

4) 田中成明「ハードケースにおける裁判官の判断をめぐって」司法研修所論集110号83頁

（2003年）。

5) 1970年の憲法記念日にちなんだ長官の談話。裁判官の良心について，「主観説」に立つ

ものと理解されている。石田のこの談話は，裁判官の思想が，判断に影響しうるというこ

とも示唆するが，たとえ影響しなくても，裁判官が一定の思想を持っていることは，裁判

の公正らしさを損なうという「公正らしさ」論にもつながる。樋口は，こうした石田の提

示した裁判官像を「政治的裁判官像」として，批判し，裁判官は国民や世論から距離をと

り，具体的事案に即した専門合理性を尊重する立場に立ち返るべきという「伝統的裁判官

像」を提示する。小田中との論争も含め，萩屋昌志「裁判官の職務と裁判官像――裁判官

像をめぐる議論を手がかりにして――」東北学院法学71号592頁（2011年）が詳しい。

6) これは1970年４月８日に当時の岸盛一最高裁事務総長が，最高裁の公式見解として発表

した談話の一部である。

7) 飯考行「裁判官論の再考」法の科学34号113頁（2004年）や萩屋（2011年）前掲注5)も，

この論争を柱として取り上げている。

8) 渡辺千原「法をささえる事実――科学的根拠づけに向けての一考察――」立命館法学

333・334号1803頁（2011年）。

9) 渡辺千原「裁判官の役割とは」和田仁孝・太田勝造・阿部昌樹編『交渉と紛争処理』

（日本評論社 2002年）230頁は，手続運営者としての裁判官を中心に，裁判官の役割を整

理している。
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10) 付随的ではあるが，司法改革によって新設された法科大学院で法曹倫理が必修化された

ことから，法曹倫理の一項目として「裁判官倫理」が取り上げられるようになり，そこで

も「プロフェッションとしての裁判官」というフレーズが用いられるようになっている。

加藤新太郎編『ゼミナール裁判官論』（第一法規，2004年）。

11) 弁護士役割論で言われるプロフェッション概念や司法制度改革審議会でのプロフェッ

ション概念について，渡辺千原「プロフェッション概念に関する一考察――アメリカのプ

ロフェッション論・弁護士倫理の議論を参考に――」立命館法学275号153頁（2000年）。

通常，プロフェッションとして理解されることの多い，専門性・自律性・公共奉仕性と

いった特性アプローチに対し，司法制度改革審議会でのプロフェッション概念は，人間性

や感受性も含めたスーパーマン的法曹像を提示していて，力点は，依頼者とのコミュニ

ケーションにおかれている。

12) 前掲注10)加藤新太郎編（2004）など。

13) たとえば，Herbert M. Kritzer, The Professions Are Dead, Long Live the Professions:
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